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「
被
爆
体
験
者
」
の
救
済
に
関
す
る
質
問
主
意
書

高
齢
化
す
る
「
被
爆
体
験
者
」
の
救
済
を
す
す
め
る
観
点
か
ら
以
下
質
問
す
る
。

一

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
二
日
長
崎
地
裁
判
決
で
は
一
部
の
「
被
爆
体
験
者
」
に
つ
い
て
身
体
に
原
子
爆
弾
の
放
射
能
の

影
響
を
受
け
る
よ
う
な
事
情
の
下
に
あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
た
。
「
被
爆
体
験
者
」
も
原
子
爆
弾
の
被
害
に
よ
り
心
身
の
健
康

に
影
響
を
受
け
て
い
る
点
で
被
爆
者
に
該
当
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
な
ぜ
区
別
す
る
の
か
。

二

同
長
崎
地
裁
判
決
で
は
、
外
部
被
曝
や
内
部
被
曝
の
状
況
を
総
合
的
に
判
断
し
、
い
わ
ゆ
る
救
護
被
爆
者
以
外
の
者
に
つ

い
て
も
「
身
体
に
原
子
爆
弾
の
放
射
能
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
な
事
情
の
下
に
あ
っ
た
者
」
と
し
て
認
定
し
て
い
る
。
政
府

と
し
て
も
、
被
爆
者
援
護
法
第
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
「
身
体
に
原
子
爆
弾
の
放
射
能
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
な
事
情

の
下
に
あ
っ
た
者
」
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
原
爆
投
下
当
時
の
外
部
被
曝
や
内
部
被
曝
の
状
況
に
よ
り
総
合
的
に
認
定
を

行
う
と
い
う
こ
と
で
よ
い
か
。

三

原
爆
被
爆
地
域
は
、
爆
心
地
か
ら
南
北
に
約
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
東
西
に
約
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
域
と
な
っ
て
い

る
。
原
爆
の
被
害
は
、
爆
心
地
か
ら
同
心
円
状
の
半
径
約
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
妥
当
と
す
る
見
解
が
根
強
く
あ
る
。
そ
も

そ
も
昭
和
三
十
二
年
「
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
」
の
被
爆
地
域
の
指
定
が
不
合
理
な
も
の
で
あ
っ
た
と

一



考
え
る
が
、
ど
の
よ
う
な
検
討
を
行
い
、
こ
の
範
囲
を
妥
当
と
判
断
し
た
の
か
、
当
時
の
議
論
の
経
過
を
示
さ
れ
た
い
。
ま

た
、
指
定
範
囲
を
再
検
討
し
、
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

四

こ
れ
ま
で
の
原
爆
症
認
定
を
巡
る
司
法
で
の
判
断
を
踏
ま
え
、
高
齢
化
し
、
病
苦
に
苦
し
む
「
被
爆
体
験
者
」
の
救
済
に

向
け
て
、
現
在
の
被
爆
者
援
護
法
上
の
被
爆
者
と
同
等
の
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
よ
う
国
と
し
て
政
治
的
な
決
断
を
す
べ
き
で

は
な
い
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


